
 

黒石市教育委員会訓令第５号 

 

黒石市教育委員会委員学校訪問実施要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

平成２８年１２月２７日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 山 内 孝 行 

 

 

黒石市教育委員会委員学校訪問実施要綱の一部を改正する訓令 

 

黒石市教育委員会委員学校訪問実施要綱（平成２２年黒石市教育委員会訓令第１号）

の一部を次のように改正する 

 

第３条第２号中「、黒石市立追子野木小学校、黒石市立六郷中学校及び黒石市立東

英中学校」を「及び黒石市立追子野木小学校」に改める。 

第８条を削り、第９条を第８条とし、第１０条を第９条とする。 

 

附 則 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 


